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午前１０時開議 

○茅根猛議長 ご報告いたします。 

 ただいま出席議員は２２名であります。 

 よって，定足数に達しております。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

            ──────────────────― 

○茅根猛議長 本日の議事日程は，お手元に配付いたしました議事日程表のとおりといたします。 

            ──────────────────― 

 日程第１ 報告第３号ないし報告第１５号 

○茅根猛議長 日程第１，報告第３から報告１５号まで，以上１３件を一括議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 報告第３号，報告第４号，以上２件について通告がありますので，発言を許します。 

 ２２番宇野隆子議員の発言を許します。 

 ２２番宇野隆子議員。 

〔２２番 宇野隆子議員 登壇〕 

○２２番（宇野隆子議員） おはようございます。日本共産党の宇野隆子です。私は，報告第３

号及び報告第４号につきまして質疑を行います。 

 いずれも地方税法改正による市民税，あわせて都市計画税条例の一部を改正する条例に関連し

ておりますので，３号，４号あわせてお伺いしたいと思います。 

 まず，報告第３号，１２ページから１３ページ，第１０条にわたって改正案が書かれておりま

すけれども，この中で据置特例を２年間の経過措置後に廃止による住宅用地の固定資産税の状況

及び都市計画税の状況がどう変わるのか，お伺いいたします。 

 もう１点は，固定資産税の評価がえに伴い負担軽減措置がとられますけれども，地価が下落し

ても税負担が増える状況にあるのではないかと思いますけれども，当市の状況について，何筆ぐ

らいあるのかお伺いをいたします。 

○茅根猛議長 答弁を求めます。総務部長。 

〔江幡治総務部長 登壇〕 

○江幡治総務部長 報告第３号及び第４号についての２点のご質問にお答えいたします。 

 まず，据置特例が廃止になることによる固定資産税及び都市計画税の状況でございますが，固

定資産税におきましては，今年度課税対象となっております住宅用地が約２万 8,０００筆ござい



 ９５ 

ます。そのうち，評価額に対する課税標準額の割合を示します負担水準が９０％を超え，１００％

以下で据置特例の適用を受けているものが約 7,９００筆，負担水準が９０％以下で，負担調整に

より課税標準が上昇しているものが約１万 2,７００筆となっております。 

 都市計画税におきましては，課税対象が約 7,０００筆，据置特例適用が約５００筆，負担水準

が９０％以下のものが約９００筆となっております。 

 この据置特例の経過措置が終了します平成２６年度以降は，負担水準が１００％以下のものに

つきましては，１００％になるまで，毎年負担調整により，なだらかに税負担が上昇することに

なります。このため，据置特例の廃止等によりまして，最終的に増額となる税額は今年度ベース

で比較をいたしますと，固定資産税で約 1,７００万円，都市計画税で約１００万円程度が見込ま

れます。 

 次に２点目の，地価が下落しても税負担が増えることにつきましては，前回の評価がえのとき

も同様ではございましたが，負担水準が低い土地につきましては，なだらかに税負担を上昇させ

る負担調整措置が継続されております。地価の下落に伴い評価額が下落しましても，税負担が上

昇するものがございます。これに該当するものでございますが，宅地を例に申し上げますと，宅

地が５万 2,１００筆のうち，固定資産税では１万 5,６００筆，都市計画税では 1,０００筆程度

が該当になるものと見込んでおります。 

○茅根猛議長 以上で質疑を終結いたします。 

            ──────────────────― 

○茅根猛議長 これより討論を行います。 

 報告第３号，報告第４号，以上２件について討論の通告がありますので，発言を許します。 

 ２２番宇野隆子議員。 

〔２２番 宇野隆子議員 登壇〕 

○２２番（宇野隆子議員） 日本共産党の宇野隆子です。報告第３号及び報告第４号の専決処分

の承認を求めることについて，市税条例の一部を改正する条例及び都市計画税条例の一部を改正

する条例の２件について，反対の立場から討論を行います。 

 ２０１２年，平成２４年度ですけれども，地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部

を改正する法律が３月３０日に可決成立し，４月１日に施行されました。原発事故被害に対する

課税免除や新築住宅の固定資産税の軽減措置が２年間延長になるなど，こういう部分には賛成で

すけれども，問題は住宅用地の固定資産税及び都市計画税について，軽減措置の据置特例を２年

後の２０１４年に廃止するとしております。経過措置として，２０１２年から１３年度は評価額

に対する負担水準が９０％を超えるものについて据え置かれます。これによって，先ほど質疑い

たしましたけれども，地価下落の小さいところでは増税になります。先ほどご答弁いただきまし

た固定資産税においても，９０％以下，上昇が１万 2,７００筆という大きな数値が出ているわけ

です。ですから，下落の小さいところでは増額にもなります。 

 市街化区域の農地についても住宅用地と同じく据置特例の２０１４年廃止，当面は縮小されま

す。総務省は市街化区域農地は，今後住宅用地としての活用が想定されることなどから，一般住
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宅用地の据置特例と同様の措置を行うとしております。 

 また，住宅用地の固定資産税，都市計画税の評価額については，１９９２年の通達で，評価額

を取引価格に近づけるとして，公示価格の２割から３割程度から７割水準まで引き上げたために，

評価額が一気に上がることが問われなければなりません。激変緩和のため，負担調整措置が設け

られましたが，その結果，地価が下がり続けても税負担が増えるという矛盾が生じており，問題

があります。こうしたことによる増税は認められません。 

 以上で，反対の理由を述べまして討論といたします。 

○茅根猛議長 以上で討論を終結いたします。 

            ──────────────────― 

○茅根猛議長 採決いたします。 

 報告第３号専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市市税条例の一部を改正する条例）

については，原案承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○茅根猛議長 起立多数であります。 

 よって，報告第３号については原案承認することに決しました。 

            ──────────────────― 

○茅根猛議長 採決いたします。 

 報告第４号専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市都市計画税条例の一部を改正す

る条例）については，原案承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○茅根猛議長 起立多数であります。 

 よって，報告第４号については原案承認することに決しました。 

            ──────────────────― 

○茅根猛議長 お諮りいたします。 

 報告第５号専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市国民健康保険税条例の一部を改

正する条例），報告第６号専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度常陸太田市一般会

計補正予算（第１０号）），報告第７号専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度常陸

太田市下水道事業特別会計補正予算（第６号）），報告第８号専決処分の承認を求めることについ

て（平成２３年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第６号）），報告第９号専決処

分の承認を求めることについて（平成２３年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別

会計補正予算（第４号）），報告第１０号専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度常

陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第５号）），報告第１１号専決処分の承認を求めること

について（平成２３年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第５号）），以上７件については原案

承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○茅根猛議長 ご異議なしと認めます。 
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 よって，報告第５号から報告第１１号まで，以上７件については原案承認することに決しまし

た。 

            ──────────────────― 

○茅根猛議長 次に，報告第１２号から報告第１４号までの３件については地方自治法施行令第

１４６条第２項の規定により，報告第１５号については地方公営企業法第２６条第３項の規定に

より，それぞれ報告事項となっておりますので，報告をもって終了といたします。 

            ──────────────────― 

 日程第２ 議案質疑 議案第４０号ないし議案第４７号 

○茅根猛議長 次に，日程第２，議案質疑を行います。 

 議案第４０号から議案第４７号まで，以上８件を一括議題といたします。通告がありますので，

発言を許します。 

 ２２番宇野隆子議員の発言を許します。 

 ２２番宇野隆子議員。 

〔２２番 宇野隆子議員 登壇〕 

○２２番（宇野隆子議員） 日本共産党の宇野隆子です。私は議案第４０号，議案第４１号，議

案第４３号の３件につきまして，質疑を行います。 

 まず，議案第４０号常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設の設置及び管理に関する条例の制定

について伺います。１２２ページになりますけれども，第５条使用料について伺います。１項に

ついては体験交流施設を使用しようとする者は第３条の許可を受ける際に別表――１２４ページ

に載っておりますけれども，その表に定める使用料を納付しなければならない。この使用料の料

金設定の考え方について，１点お伺いいたします。第５条の２項，市長は特に必要があると認め

るときは前項の使用料を減額し，または免除することができるということになっておりますけれ

ども，特に必要があると認めるときということは，具体的にどのようなケースなのか。これらは

内規等に盛り込まれてくるのではないかと思いますけれども，どのような内容のことなのかお伺

いいたします。 

 次に，議案第４１号常陸太田市印鑑条例等の一部改正についてです。これは１３１ページ，平

成２４年７月９日から施行されるということでありますけれども，この中の新旧対照表で見ます

と，第２条になりますが，本市の外国人登録原票に登録されている外国人の方々が現在何名いる

のかお伺いいたします。現行の第１項第２号が廃止になるので，外国人が移行するに当たっての

作業がどういう状況になっているのか伺いたいと思います。 

 次に，議案第４３号，歳出の７ページ，先ほど金砂ふるさと体験施設の設管条例について伺い

ましたけれども，今回の農業費の中の１９の負担金補助及び交付金の中に補助金として金砂ふる

さと体験交流事業費３０万円が計上されております。これは，これまで金砂ふるさと協議会がで

きて，そういう中で話を進めてきた経過があると思いますけれども，ここに補助金が交付される

と思いますけれども，この補助金の使途についてお伺いいたします。 

 あわせて，協議会の構成メンバーは，これまで全協などでもお伺いしてまいりましたけれども，
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全協などで話されたとおりのメンバーなのか伺いたいと思います。 

 以上です。 

○茅根猛議長 答弁を求めます。産業部長。 

〔井坂孝行産業部長 登壇〕 

○井坂孝行産業部長 議案第４０号常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設の設置及び管理に関す

る条例における第５条の使用料及び使用料の減免についてのご質問にお答えいたします。 

 この施設につきましては，地域資源を生かし，都市と農山村の交流促進を図り，活力ある地域

づくりを目的とした体験交流施設であります。 

 第５条の使用料に係る料金設定の考え方につきましては，県内の同様施設の使用料及び本施設

の管理運営等に係る必要経費等を勘案するとともに，家族等の利用を促進する上で，未就学児は

無料とし，また体験交流という施設の目的から連泊利用も考えられますことから，連泊による利

用者につきましては，リネン費相当分を割り引いた料金の設定といたしました。 

 また，使用料の減免につきましては，市が主催，または共催する事業に使用するときは免除と

し，その他，市長が特に必要と認めるときは市長が定める額とし，１５名以上の団体が利用する

ときには連泊料金と同額とするとともに，市内の各種団体等が日帰りによる施設使用の場合にお

いても減額を考えております。また，公民館が主催する各種事業や金砂地区の団体等が利用する

場合，さらには市内の子ども会及びスポーツ少年団等が使用する場合につきましては，それぞれ

市長が定める額といたします。 

 続きまして，議案第４３号金砂ふるさと体験交流事業に対する補助金の使途についてのご質問

にお答えいたします。今回計上いたしました補助金３０万円につきましては，常陸太田市ふるさ

と体験交流施設の開設後の体験メニューを企画立案及び実施する金砂地区ふるさと協議会へ補助

するものであります。その補助内容としましては，体験用の消耗品や販売用の浴用タオル，シャ

ンプー，石けんセット等を事前に準備するための運営費補助金であります。 

 以上です。 

○茅根猛議長 市民生活部長。 

〔岡部芳雄市民生活部長 登壇〕 

○岡部芳雄市民生活部長 議案第４１号常陸太田市印鑑条例等の一部改正についてのご質疑でご

ざいます。 

 まず１点目の，本市の外国人登録原票に登録されている外国人は現在何名かというご質疑でご

ざいます。５月末現在で，男性が４７名，女性が９２名の合わせて１３９名でございます。 

 もう１点の，現行の第１項第２号が廃止になるので，外国人が移行するに当たっての作業はど

ういう状況になっているのかというご質疑でございます。基準日の５月７日現在で，外国人登録

原票を元に，仮の住民票の記載事項通知書を作成いたしまして，５月１４日に郵送または手渡し

でお渡ししております。通知書の記載事項に誤りがある場合につきましては，ご連絡をいただき

まして修正することとしております。なお，この仮住民票につきましては，施行日である７月９

日に住民票となるものでございます。 



 ９９ 

 以上でございます。 

○茅根猛議長 産業部長。 

〔井坂孝行産業部長 登壇〕 

○井坂孝行産業部長 先ほどの答弁の中で，金砂地区のふるさと協議会の構成メンバーにつきま

して答弁が漏れましたので，ご報告いたします。 

 構成メンバーにつきましては，前回のメンバーと同じであります。 

 内容につきましては，金砂地区町会の町会長，副会長及び上宮同志会，常陸秋そばオーナー制

の協議会，茨城みずほ農業共同組合，地域おこし協力隊などであります。 

 以上です。 

○茅根猛議長 ２２番宇野議員。 

〔２２番 宇野隆子議員 登壇〕 

○２２番（宇野隆子議員） 議案第４１号についてお伺いいたします。 

 参考までにお伺いいたしたいと思うんですが，現行でいいますと，外国人登録法が今度廃止さ

れるということに伴って，在留資格を有しない外国籍住民で太田に生活実態がある人で住民基本

台帳に載ってない人，こういう方がいるのかいないのか，なかなか掌握するのは難しいでしょう

けれども，そのあたりの状況をもしお答えできればお願いいたしたいと思います。 

○茅根猛議長 市民生活部長。 

〔岡部芳雄市民生活部長 登壇〕 

○岡部芳雄市民生活部長 ２点目のご質疑にお答えいたします。 

 在留資格を有しない外国籍の住民の生活実態ということでございますけれども，それにつきま

しては，市のほうでは把握しておりません。 

 以上でございます。 

○茅根猛議長 以上で質疑を終結いたします。 

            ──────────────────― 

○茅根猛議長 ただいま議題となっております議案第４０号から議案第４７号まで，以上８件に

ついてはお手元に配付いたしております議案等委員会付託表のとおり，所管の常任委員会に付託

をいたします。 

            ──────────────────― 

 日程第３ 請願第２号 

○茅根猛議長 次に，日程第３，請願第２号東海第二原子力発電所の再稼動に反対する意見書の

採択を求める請願を議題といたします。 

 ただいま議題となっております請願第２号については，お手元に配付いたしてあります請願文

書表のとおり，総務委員会に付託をいたします。 

            ──────────────────― 

○茅根猛議長 以上で，本日の議事は議了いたしました。 

 次回は，６月２１日定刻より本会議を開きます。 



 １００ 

 本日はこれにて散会いたします。 

午前１０時２８分散会 


